
思川の増水時への対策として、以前より河川管理者である国に要望をしてきました、 

松原大橋下流（南側）の河川敷内にて、令和 6 年 1 月より、樹木の伐採作業が開始され 

ました。 

 川の流れの妨げになるような高木化した樹木が撤去されることによって、川の流下能力

がより一層向上され、増水時における流域にお住いの皆様の安全・安心に寄与することが

期待されます。 

 

 
【問い合わせ先】 
国土交通省利根川上流河川事務所  
古河出張所  ℡0280-22-0487 


